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 諮 問 書  

（町田市国民健康保険条例の一部改正について） 

 

町田市国民健康保険条例を以下のとおり改正することについて、貴会の意見を求

めます。 

 

１ 国民健康保険税の課税限度額及び軽減措置に関すること 

令和８年度税制改正大綱が示され地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号）

の改正が予定されているため、以下のとおり改正する。 

 （１）国民健康保険税の課税限度額の引き上げ 

   ア 基礎課税額に係る課税限度額：６７万円（現行：６６万円） 

  イ 子ども・子育て支援金課税額に係る課税限度額：３万円（新規） 

（２）国民健康保険税の軽減対象となる世帯の軽減判定所得の算定における、被保

険者の数に乗ずべき金額の引き上げ 

ア ５割軽減の対象となる世帯：３１万円（現行：３０万５千円） 

イ ２割軽減の対象となる世帯：５７万円（現行：５６万円） 

 

２ 国民健康保険税率の改定に関すること 

「第６期町田市国民健康保険事業財政改革計画」に基づき、国民健康保険税率を

下表のとおり改正する。 

区分 
医療分 後期高齢者支援金分 介護分 

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割 

（現行） 6.67% 39,300円 2.25% 13,100円 2.02% 15,100円 

改正後 6.77% 40,200円 2.33% 13,700円 2.08% 15,500円 

 

 ３ 子ども・子育て支援金の税率に関すること 

 地方税法等及び地方税法施行令の一部改正に伴い、子ども・子育て支援金の税率

及び税額を次のとおり設定する。 

 区分 
子ども・子育て支援金分 

所得割 均等割 

（新規） 0.3% 1,960円 

 


